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高知県立大学職員兼業細則 

 
（目的） 

第１条 この細則は、高知県公立大学法人職員就業規則第９条に定める兼業について、高知県立

大学（以下「大学」いう。）に常時勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この細則において、「兼業」とは、対価及び実費弁償等の有無にかかわらず、職員が事

業を営み、その職以外の職を兼ね、又はその職務以外の事業若しくは業務に従事することをい

う。 

（兼業の許可） 

第３条 兼業をしようとする職員は、兼業依頼・申請・承諾書（様式第１号）により、事前に学

長の許可を受けなければならない。 

２ 学長は兼業の許可を与える際、あらかじめ学部長等の意見を聴くことができる。 

（兼業の許可の制限） 

第４条 学長は、兼業が次のいずれかに該当すると認めるときは、原則として許可しないことと

する。 

（１）職員の職務の遂行に支障をきたすおそれがある場合 

（２）大学と兼業先との間に、特定の契約関係その他特別な利害関係がある場合又はその発生

のおそれがある場合 

（３）職員の職務の公正性及び信頼性の確保に支障を生ずるおそれがある場合 

（勤務時間の取り扱い） 

第５条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外（勤務時間の割振り変更により勤務時間

外となる場合を含む。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合で、学長が必要と認めると

きは、勤務時間を割いて兼業を行うことができる。 

（１）職員の職務と密接に関連する場合 

（２）地域及び社会への貢献となる場合 

３ 前項の規定により勤務時間を割いて兼業に従事し、報酬を得た場合は、勤務しなかった時間

の給与を減額するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の審議会等の委員等特に公益性が高いと学長

が認める兼業の場合には、これを職務とみなし給与の減額を行わないものとする。 

（兼業の期間） 

第６条 兼業の期間は、原則として１年以内、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、当該

任期を限度として許可することができる。なお、兼業の期間は更新することができる。 

第７条 削除 

（兼業の許可の取消し等） 

第８条 学長は、この規程に基づき許可をした後において、事業の変更その他の事由により第４

条の各号のいずれかに該当すると認める場合又は当該許可に係る申請内容が事実と相違する

と認める場合は、その許可を取り消すことができる。 

（兼業の報告） 

第９条 学長は、必要に応じて、許可を与えた職員に対して、兼業の実施状況の報告を求めるこ

とができる。 

（法人の免責） 

第１０条 兼業による事故及び災害については、大学は一切その責任を負わない。 

（委任） 

第１１条 この細則に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （派遣職員の特例） 

２ この細則にかかわらず、公益法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律（平成

１２年法律５０号）第２条第１項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年高知県県条例第５１号）第２条第１項第２号の規定に基づき高知県公立大学法人に派遣され

た職員については、営利企業等の従事制限の基準に関する規則（昭和２６年高知県人事委員会

規則第３号）の規定を優先して適用する。 

附 則   

 この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則   

 この細則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  

様式第1号（第3条関係）兼業依頼・申請・承諾書 


